
　指定管理者制度とは、「公の施設」の管理
運営を行う民間事業者等を「指定管理者」と
して指定することにより、民間のノウハウを
活用しつつ、サービスの向上と経費の節減等
を図ることを目的とした制度です。

総 = 総務文教委員会付託　経 = 経済建設委員会付託
※議案第 27 号から議案第 33 号については、令和６年度各会計予算となります。

議案第１６号
経 

五霞町水道事業給水条例及び五霞町水道事業の布設工事監督者の配置及び資格並
びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例 全員

賛成上位法令の改正による条例の一部改正
議案第１７号

総
五霞町立小学校統合及び小中一貫教育準備委員会条例を廃止する条例 全員

賛成委員会が所掌する事項に係る答申が全て完了したことに伴う条例の廃止

議案第１８号
総

五霞町福祉センター「ひばりの里」の指定管理者の指定について 全員
賛成指定管理者：社会福祉法人　五霞町社会福祉協議会

指定する期間：令和６年４月１日から令和９年３月31日まで（３年間）

議案第１９号
経 

五霞町多目的集会センターの指定管理者の指定について 全員
賛成指定管理者：五霞町商工会

指定する期間：令和６年４月１日から令和９年３月31日まで（３年間）
議案第２０号

総 経 
令和５年度五霞町一般会計補正予算（第８号） 全員

賛成補正額３億9,958万9,000円減　補正後総額56億9,066万3,000円
議案第２１号

総
令和５年度五霞町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 全員

賛成補正額4,163万8,000円減　補正後総額9億9,392万7,000円
議案第２２号

総
令和５年度五霞町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 全員

賛成補正額665万5,000円増　補正後総額2億4,606万2,000円
議案第２３号

総
令和５年度五霞町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 全員

賛成補正額1,661万7,000円減　補正後総額8億6,052万4,000円

議案第２４号
経  

令和５年度五霞町水道事業会計補正予算（第４号） 全員
賛成(収益的収入及び支出)　それぞれ18万5,000円増

(資本的収入及び支出)　収入2,340万円減　支出2,621万円減

議案第２５号
経  

令和５年度五霞町公共下水道事業会計補正予算（第２号） 全員
賛成(収益的収入及び支出)　それぞれ64万円増

(資本的収入及び支出)　収入2億3,967万6,000円減　支出2億3,922万6,000円減

議案第２６号
経  

令和５年度五霞町農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 全員
賛成(収益的収入及び支出)　それぞれ62万円増

(資本的収入)　出資金5,100万円減　企業債5,100万円増

議案第３４号
五霞町副町長の選任同意について 全員

賛成地方自治法162条の規定に基づく選任同意
【新任】土信田　法男　氏

議案第３５号 令和５年度五霞町一般会計補正予算（第９号） 全員
賛成補正額8,327万1,000円増　補正後総額57億7,393万4,000円

発議第 １ 号 五霞町議会予算特別委員会の設置 全員
賛成
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